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万
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え
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数
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一
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得
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数
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に
六
分
の
一
を
乗
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得
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得
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○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
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八
十
万
を
超
え
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場
合
に
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て
は
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八
十
万
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東
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公
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委
員
会
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九
十
四
号
（
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第

五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別

に
定
め
る
方
法
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一
部
改
正
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○
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委
員
会
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第
三
百
十
六
号
（
東

京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
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と
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等
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規

則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
二
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第

百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
い
う
。
）
及
び
」
を
「
い
う
。
）
、
」
に
改
め
、

「
平
成
十
五
年
国
交
省
告
示
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
令
和

四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
一
号
（
以
下
「
令
和
四
年
国
交

省
告
示
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
平
成
十
五
年
国
交
省
告

示
」
を
「
、
平
成
十
五
年
国
交
省
告
示
及
び
令
和
四
年
国
交
省
告

示
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
耐
震
改
修
の
計
画
に
基
づ
き
設
け
る
建
築
物
の
柱
等
）

第
三
十
五
条

令
和
四
年
国
交
省
告
示
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

受
け
た
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
に
基
づ
き
設
け
る
建
築
物

の
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
（
以
下
「
建
築
物
の
柱
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
特
定
街
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
壁
面
の
位
置
の
制
限
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

は
、
当
該
都
市
計
画
に
関
す
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
必
要
な

最
小
限
度
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

特
定
街
区
の
既
存
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
よ
り
、
外
壁
の
外

側
に
建
築
物
の
柱
等
を
設
け
た
と
し
て
も
、
当
該
外
壁
及
び
建

築
物
の
柱
等
で
囲
ま
れ
る
部
分
は
屋
内
的
用
途
に
供
す
る
こ
と

の
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
有
効
空
地
の
割
合
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
有
効
空
地
率
の
最
低
限
度
を
満
た
す
こ
と
。
た
だ
し
、

有
効
空
地
の
割
合
は
、
当
該
特
定
街
区
内
外
の
土
地
利
用
の
状

況
等
を
考
慮
し
、
空
地
の
開
放
性
等
が
確
保
さ
れ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
号

東
京
都
廃
棄
物
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
域
的
に
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物

の
令
和
五
年
度
の
受
入
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
入
産
業
廃
棄
物
の
排
出
区
域

東
京
都
全
域

二

受
入
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
場
所
及
び
受
入
基
準

別
表

の
と
お
り

三

受
入
量

年
量
八
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン

四

受
入
対
象
事
業
者

㈠

産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
を
都
内
に
有
す
る
者
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

ア

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円

以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人

以
下
の
会
社
及
び
個
人

イ

サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む

も
の
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千

万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百

人
以
下
の
会
社
及
び
個
人

ウ

卸
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以

下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下

の
会
社
及
び
個
人

エ

製
造
業
、
建
設
業
、
運
輸
業
そ
の
他
の
業
種
（
ア
か
ら
ウ

ま
で
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る

事
業
と
し
て
営
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出

資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従

業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人

㈡

㈠
に
規
定
す
る
者
か
ら
中
間
処
理
の
委
託
を
受
け
、
か
つ
、

都
内
に
中
間
処
理
施
設
を
有
す
る
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

㈢

そ
の
他
特
に
知
事
が
受
入
れ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

五

処
分
方
法

埋
立
処
分

六

搬
入
者
の
範
囲

四
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
知
事
が
搬
入
を

承
認
し
た
事
業
者
又
は
そ
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
者

七

搬
入
者
の
遵
守
事
項

㈠

搬
入
で
き
る
産
業
廃
棄
物
は
、
受
入
基
準
に
あ
っ
た
も
の
に

限
る
。

㈡

運
搬
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
を
し
た
車
両
に
限
る
。

㈢

運
搬
中
は
、
シ
ー
ト
掛
け
等
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
防

止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

㈣

処
分
場
の
受
付
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
搬
入
カ
ー
ド
及
び
産

業
廃
棄
物
管
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈤

検
査
に
必
要
な
産
業
廃
棄
物
の
抜
取
り
に
協
力
す
る
こ
と
。

㈥

処
分
場
内
に
お
い
て
は
、
係
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

こ
の
関
係
図
書
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域
の
名
称

日
野
市
平
山
六
丁
目
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
二
十
五
号
ま

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
二
十
五
号
と
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

日
野
市
平
山
六
丁
目

一
九
番
一
一

一
号
、
二
号
及
び
二
十
四
号

一
八
番
七

三
号
及
び
四
号

五
三
番
六

五
号

五
三
番
七

六
号

五
二
番
一
三

十
一
号

四
一
番
七

十
二
号

三
九
番
一
六

十
三
号

三
九
番
一
九

十
四
号

三
九
番
二
一

十
五
号

四
二
番
二
一
〇
地
先
道
路
敷

十
六
号

四
二
番
二
三
五
地
先
道
路
敷

十
七
号
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三
七
番
二
二

十
八
号

三
七
番
七

十
九
号

三
七
番
二
一

二
十
号

三
五
番
一
六

二
十
一
号

三
五
番
八

二
十
二
号

四
二
番
一
五
六

二
十
三
号

二
四
番
一
九

二
十
五
号

八
王
子
市
堀
之
内
字
十
七
号

一
三
九
六
番

七
号
か
ら
十
号
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

こ
の
関
係
図
書
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
西
多
摩
建
設
事
務
所
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域
の
名
称

西
多
摩
郡
檜
原
村
小
沢
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
二
十
七
号
ま

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
二
十
七
号
と
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

西
多
摩
郡
檜
原
村
字
小
沢

三
七
九
一
番
四

一
号
、
二
十
六
号
及
び
二
十

七
号

三
八
一
〇
番

二
号

八
四
四
二
番
三

三
号

八
四
四
二
番
一

四
号

八
四
四
四
番

五
号

八
四
四
六
番

六
号
か
ら
八
号
ま
で

八
四
五
七
番
イ

九
号

八
四
六
八
番
イ
二

十
号

八
四
七
二
番

十
一
号

三
六
八
五
番
一

十
二
号

三
七
一
八
番
一

十
三
号
及
び
十
四
号

三
六
八
七
番
六

十
五
号

三
六
八
七
番
一

十
六
号

三
七
〇
五
番
二

十
七
号

三
七
〇
三
番
一

十
八
号

三
七
八
三
番
地
先
道
路
敷

十
九
号

三
七
八
四
番
一

二
十
号
及
び
二
十
一
号

三
七
八
四
番
三

二
十
二
号

三
七
九
三
番
三

二
十
三
号

三
七
八
七
番
一

二
十
四
号

三
七
九
一
番
三

二
十
五
号
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
九
、
七
六
八

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
六
、
〇
四
七

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
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超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,１５７

中
央
区
選
挙
区

４６,５８９

港
区
選
挙
区

６８,４２２

新
宿
区
選
挙
区

９１,５７５

文
京
区
選
挙
区

６１,７１６

台
東
区
選
挙
区

５７,４０５

墨
田
区
選
挙
区

７８,３７７

江
東
区
選
挙
区

１３７,９３６

品
川
区
選
挙
区

１１２,７１６

目
黒
区
選
挙
区

７８,１６２

大
田
区
選
挙
区

１６９,３７８

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,０９９

渋
谷
区
選
挙
区

６４,２３５

中
野
区
選
挙
区

９４,２７５

杉
並
区
選
挙
区

１４７,６３１

豊
島
区
選
挙
区

７７,２８５

北
区
選
挙
区

９６,５５８

荒
川
区
選
挙
区

５７,１４１

板
橋
区
選
挙
区

１４５,５８０

練
馬
区
選
挙
区

１６９,８１５

足
立
区
選
挙
区

１６１,５６６

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,３３３

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,４６１

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,６７８

立
川
市
選
挙
区

５１,７６１

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,５３４

三
鷹
市
選
挙
区

５２,８１４

青
梅
市
選
挙
区

３７,３９６

府
中
市
選
挙
区

７２,０１４

昭
島
市
選
挙
区

３１,６５５

町
田
市
選
挙
区

１２０,５３１

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６４３

小
平
市
選
挙
区

５３,９６０

日
野
市
選
挙
区

５２,３０１

西
東
京
市
選
挙
区

５７,２７７

西
多
摩
選
挙
区

６８,５６３

南
多
摩
選
挙
区

６７,３４９

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,７４６

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,２２２

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,９９８

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,６２６

島
部
選
挙
区

６,８４５

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
及
び
つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
禁
止
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
及
び
つ
き
ま
と
い
行
為
等
の

禁
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公

安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
１０章

雑
則
（
第
４４条

）
」
を

「
第
１０章

遠
隔
操
作
型
小
型
車
に
係
る
届
出
（
第
４４条

）

第
１１章

特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
等
（
第
４５条

－
第

４８条
）

第
１２章

雑
則
（
第
４９条

）
」

に
改
め
る
。

第
２
条
第
１
項
第
３
号
中
「
歩
行
者
専
用
」
を
「
歩
行
者
等
専

用
」
に
改
め
る
。

第
１０条

第
１
号
ア
ウ
中
「
歩
行
者
専
用
」
」
を
「
歩
行
者
等
専

用
」
」
に
改
め
る
。

第
１２条

第
２
項
第
３
号
中
「
第
７
号
及
び
第
１２号

」
を
「
第
１

項
第
７
号
及
び
第
９
号
」
に
、
「
第
１１８条

第
１
項
第
４
号
若
し

く
は
第
５
号
、
法
第
１１９条

第
１
項
第
１１号

若
し
く
は
第
１２号

又

は
法
第
１１９条

の
２
第
１
項
第
３
号
」
を
「
第
１１８条

第
２
項
第
３

号
若
し
く
は
第
４
号
、
法
第
１１９条

第
２
項
第
４
号
若
し
く
は
第

５
号
又
は
法
第
１１９条

の
２
の
４
第
２
項
」
に
改
め
る
。

第
１０章

中
第
４４条

を
第
４９条

と
し
、
同
章
を
第
１２章

と
す
る
。

第
９
章
の
次
に
次
の
２
章
を
加
え
る
。

第
１０章

遠
隔
操
作
型
小
型
車
に
係
る
届
出

（
遠
隔
操
作
に
よ
る
通
行
の
届
出
）
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第
４４条

法
第
１５条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
遠
隔

操
作
型
小
型
車
を
遠
隔
操
作
に
よ
り
通
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
場

所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
１１章

特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
等

（
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
）

第
４５条

法
第
７５条

の
１２第

２
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自
動
運
行

の
許
可
の
申
請
書
の
提
出
は
、
交
通
総
務
課
長
を
経
由
し
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
自
動
運
行
計
画
の
変
更
の
許
可
申
請
等
）

第
４６条

法
第
７５条

の
１６第

１
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自
動
運
行

計
画
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
申
請
書
の
提
出
及
び
同
条
第
３

項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自
動
運
行
計
画
の
変
更
の

届
出
は
、
交
通
総
務
課
長
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
自
動
運
行
許
可
証
の
再
交
付
申
請
）

第
４７条

施
行
規
則
第
９
条
の
１９第

２
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自

動
運
行
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
交
通
総
務
課
長
を
経

由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
自
動
運
行
許
可
証
の
返
納
）

第
４８条

施
行
規
則
第
９
条
の
３８第

１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に

よ
る
特
定
自
動
運
行
の
許
可
証
の
返
納
は
、
交
通
総
務
課
長
を

経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１５年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１４号

）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
第
３
号
中
「
同
項
第
１１号

の
３
」
の
次
に
「
に
規
定
す

る
移
動
用
小
型
車
、
同
項
第
１１号

の
４
」
を
加
え
、
「
車
椅
子
」

を
「
車
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中

「

」
を

「

」

に

改
め
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
つ
き
ま

と
い
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１０６号

令
和
４
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９２号

（
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
く

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続

等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
５
年
３
月
２７日

か
ら
施

行
す
る
。

令
和
５
年
３
月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

表
中

「遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第
７３号

）
第
１７条

」 を
第
２０条

第
３
項

第
２１条

第
２
項

「行
政
手
続
法
（
平
成
５
年

法
律
第
８８号

）
第
２０条

第
２
項
（
道
路
交
通

法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５

号
）
第
１０４条

の
２
に
規
定

す
る
聴
聞
に
お
け
る
当
事
者

又
は
参
加
人
に
よ
る
証
拠
書

類
等
の
提
出
に
限
る
。
）

」 に
、

遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第
７３号

）
第
１７条

第
２０条

第
３
項

第
２１条

第
２
項

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

」 を
第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

「道
路
交
通
法

第
４５条

第
１
項

」 に
、

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

第
１０４条

第
２
項
（
運
転
免

許
の
取
消
し
処
分
又
は
運
転

免
許
の
効
力
を
９０日

以
上
停

止
す
る
処
分
に
係
る
者
又
は

そ
の
代
理
人
に
よ
る
証
拠
の

提
出
に
限
る
。
）
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「重

要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

」 を

「重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

」 に
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式

の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
６０年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
４
号
）

第
７
条
第
１
項

改
め
る
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１０７号

令
和
４
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９３号

（
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
４
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
５
年
３
月
２７日

か
ら
施
行
す
る
。

令
和
５
年
３
月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

別
表
第
２
中

「遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平

成
１９年

国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
６
号
）

第
５
条
第
１
項

」 を

「行
政
手
続
法
（
平
成
５
年

第
２０条

第
２
項
（
道
路
交
通

法
律
第
８８号

）
法
第
１０４条

の
２
に
規
定
す

る
聴
聞
に
お
け
る
当
事
者
又

は
参
加
人
に
よ
る
証
拠
書
類

等
の
提
出
に
限
る
。
）

」 に

道
路
交
通
法

第
１０４条

第
２
項
（
運
転
免

許
の
取
消
し
処
分
又
は
運
転

免
許
の
効
力
を
９０日

以
上
停

止
す
る
処
分
に
係
る
者
又
は

そ
の
代
理
人
に
よ
る
証
拠
の

提
出
に
限
る
。
）

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平

成
１９年

国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
６
号
）

第
５
条
第
１
項

改
め
る
。

別
表
第
３
中

「遺
失
物
法
施
行
規
則

第
２６条

」を

「遺
失
物
法
施
行
規
則

第
２６条

」 に
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式

の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
６０年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
４
号
）

第
７
条
第
１
項

改
め
る
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１０８号

令
和
４
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９４号

（
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
５
条
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
令
和
５
年
３
月
２７日

か
ら
施
行
す
る
。

令
和
５
年
３
月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

別
表
中

「遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第
７３号

）
第
１７条

」 を
第
２０条

第
３
項

第
２１条

第
２
項

「行
政
手
続
法
（
平
成
５
年

法
律
第
８８号

）
第
２０条

第
２
項
（
道
路
交
通

法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５

号
）
第
１０４条

の
２
に
規
定

す
る
聴
聞
に
お
け
る
当
事
者

又
は
参
加
人
に
よ
る
証
拠
書

類
等
の
提
出
に
限
る
。
）

」 に
、

遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第
７３号

）
第
１７条

第
２０条

第
３
項

第
２１条

第
２
項

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

」 を
第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

「道
路
交
通
法

第
４５条

第
１
項

に
、

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

第
１０４条

第
２
項
（
運
転
免

許
の
取
消
し
処
分
又
は
運
転
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免
許
の
効
力
を
９０日

以
上
停

止
す
る
処
分
に
係
る
者
又
は

そ
の
代
理
人
に
よ
る
証
拠
の

提
出
に
限
る
。
）

」

「重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

」 を

「重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

」 に
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式

の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
６０年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
４
号
）

第
７
条
第
１
項

改
め
る
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１０９号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３１６号

（
東
京
デ
ジ
タ
ル

フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
等
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
５
年
３
月
２７日

か
ら
施
行
す
る
。

令
和
５
年
３
月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

別
表
中

「東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営

業
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
（
平
成
９
年
東
京
都
条

例
第
６８号

）

第
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項

並
び
に
第
１５条

第
１
項
及
び

第
２
項

」 を

「東
京
都
情
報
公
開
条
例

（
平
成
１１年

東
京
都
条
例

第
５
号
）

第
６
条
第
１
項
（
東
京
都
公

安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開

の
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平

成
１３年

９
月
３
日
東
京
都
公

安
委
員
会
規
則
第
１５号

）
第

２
条
又
は
警
視
総
監
が
行
う

情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る

規
程
（
平
成
１３年

９
月
３
日

訓
令
甲
第
３７号

）
第
２
条
に

規
定
す
る
開
示
請
求
書
の
提

出
を
い
う
。
）

」 に

東
京
都
水
上
安
全
条
例

（
平
成
３０年

東
京
都
条
例

第
４６号

）

第
１８条

第
１
項
、
第
３
項
及

び
第
４
項

第
１９条

第
１
項
及
び
第
２
項

東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営

業
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
（
平
成
９
年
東
京
都
条

例
第
６８号

）

第
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項

並
び
に
第
１５条

第
１
項
及
び

第
２
項

改
め
る
。

公

告

河
川
整
備
計
画
の
公
表
に
つ
い
て

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
整
備
計
画
及
び
対
象
と
す
る
河
川
の
名
称

八
ツ
瀬
川
河
川
整
備
計
画

二
級
河
川
八
ツ
瀬
川

二

河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
日

令
和
五
年
二
月
九
日

三

河
川
整
備
計
画
の
公
表
の
方
法

関
係
図
書
は
、
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
小
笠
原
支

庁
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

河
川
整
備
計
画
の
公
表
に
つ
い
て

河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
整
備
計
画
及
び
対
象
と
す
る
河
川
の
名
称

荒
川
水
系
柳
瀬
川
流
域
河
川
整
備
計
画

一
級
河
川
柳
瀬
川
、
空
堀
川
及
び
奈
良
橋
川

二

河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
日

令
和
五
年
二
月
六
日

三

河
川
整
備
計
画
の
公
表
の
方
法

関
係
図
書
は
、
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
北
多
摩
北

部
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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